
　許可地域等について

○広告を出せる地域でも許可が必要となる地域があります。

【条例第５条】　（許可地域等）

　次に掲げる地域又は場所（第３条各号に掲げる地域又は場所を除
く。）において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者
は、知事の許可を受けなければならない。


